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新型コロナウィルス感染症に関するお知らせ 

（療養期間の変更について） 

 

 

  処暑の候、保護者の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

  さて、保護者の皆様も報道等でご存じかと思いますが、新型コロナウィルス感染症の療養期

間の見直しが行われ、県教育委員会から療養期間について下記の通知がありますので、ご確認

をお願いします。     

なお、県内ではまだまだ新規感染者が多数出ています。引き続き感染症対策へのご理解とご

協力をよろしくお願いします。 

 

記 

 

【療養期間】 

（１）有症状患者 

（a）（b）以外の者 

・発症日から７日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には８日目から解 

除を可能とする。 

（b）現に入院している者・・・従来から変更なし 

・発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合には 11 日目か

ら解除を可能とする。 

（２）無症状患者 

・検体採取日から７日間を経過した場合には８日目に療養解除を可能とする。 

・加えて、５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日間経過後 

（６日目）に解除を可能とする。 

 

※その他、不明な点は学校までお問い合わせください。 
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